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研究成果の概要（和文）：クリエイティブ産業と著作権に関する研究は、主に音楽産業を対象として、違法コピー（フ
ァイル・シェアリング）の影響分析が行われてきた。
　本研究は、これらとは異なり、従来の研究で無視されてきた著作権と契約の問題に光をあてた。クリエイティブ産業
は創造と単調な労働との契約による結合である。かつて、日本では、アニメーション制作会社とテレビ局の間の著作権
の帰属と収益配分に関して、公正取引委員会が調査を行ったこともある。本研究は、こうした日本の現状と海外の研究
を踏まえたもので、その成果は、国際学会での発表や、単著『クリエイティブ産業の経済学：契約・著作権・税制のイ
ンセンティブ設計』（有斐閣）に公表された。

研究成果の概要（英文）：Many researches in copyright and creative industries have focused on the analysis 
of unlawful copying　( file sharing ), especially in music industry. However, Contract of copyright has 
been largely ignored. This research project focuses on the contract of copyright in creative industries. 
The creative industry is organized by the contract between artists (creative activity) and humdrum 
partners. Once the fair trade commission in Japan examined the contract of copyright between animation 
studio and TV broadcast company and the distribution of income from copyright. The commission pointed out 
several problems relate to ownership of copyright and distribution of income from copyright.
This project takes into account these practical problems and the academic research in abroad. The results 
of this project was presented at the international conference on cultural economics and published in 
Goto. K. (2013) Economics of creative industries: Contract, copyright and tax incentives, Yuhikaku.

研究分野： 応用経済学
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１． 研究開始当初の背景 
 

 近年、クリエイティブ産業に関する国際的
関心が高まっている。クリエイティブ産業は、
個人の創造性やスキル、才能を基に、知的財
産権の生成と開発を通して、富と雇用を創出
する産業であるため、知的財産権、とりわけ
著作権の研究が欠かせない。 
 クリエイティブ産業と著作権に関する経
済学的研究は、海外では、違法コピーが音楽
産業に与える影響分析を中心として行われ
てきたが、日本では、まだあまり行われてい
ない。法律家や法学の立場からの著作権研究
は存在しても、経済学的視点から、文化産業
やクリエイティブ産業を対象とした研究は、
未開拓の研究分野である。そのため、本課題
の研究は、日本の研究の空白を埋める意義が
あるとともに、知的財産権や著作権政策のあ
り方に対して示唆するものが大きいと思わ
れる。 
 本研究の遂行者は、従来からクリエイティ
ブ産業と都市に関する研究や、文化分野の税
制インセンティブに関する研究を行ってき
ており、本研究は、それらを踏まえて、著作
権の経済分析に関する新たな視点を見出す
ことを目指すものである。 
 
２．研究の目的 
 
 本研究は、日本では未開拓の「クリエイテ
ィブ産業と著作権」に関する経済学的視点か
らの研究である。そのため、以下のことを目
的とする。 
（１） 海外のクリエイティブ産業と著作権

に関する経済学的視点からの研究状
況及び、そこで得られた知見を明ら
かにする。 

（２） 日本のクリエイティブ産業と著作権
をめぐる論点を明らかにするととも
に、クリエイティブ産業やその振興
政策の現状と課題を明らかにする。 

（３） 海外との比較等を通して、日本のク
リエイティブ産業の政策課題を明ら
かにする。 
 

３．研究の方法 
  
 本研究は、クリエイティブ産業の産業組織
に着目する。クリエイティブ産業は、創造的
な労働と、単調な労働との契約による結合で
ある。例えば、画家は画廊と契約を結び、作
曲家や作詞家は音楽出版社やレコード会社
と契約を結ぶ。そして、その契約の中には、
著作権に関する契約や、収益配分に関するも
のが含まれる。 
 映画製作やアニメーション製作において
も同様である。そこには、作品を制作する小
さな制作会社と、制作された作品を流通させ
る興行会社やテレビ局等がある。大まかに言
えば、制作側は小さな企業であることが多く、

流通側は資金力のある大きな企業ないし寡
占企業であることが多いのが現状である。そ
して、著作権に関しても、資金力がありリス
クを取ることができる流通側が所有するこ
とが多い。そして、作品がヒットしたとして
も、制作側には十分な収益配分がないことさ
えある。 
 本研究は、こうした現状に鑑み、クリエイ
ティブ産業の産業組織と契約に着目して、著
作権問題を明らかにすることを目指した。具
体的には、以下の通りである。 
（１） 海外におけるクリエイティブ産業と

著作権に関する研究動向を把握し、
この分野の専門家の知見を踏まえて、
論点と研究の視点を明らかにする。 

（２） クリエイティブ産業の産業組織と契
約の現状と問題点を明らかにする。 

（３） 著作権をめぐる契約と収益配分の問
題点を明らかにし、クリエイティブ
産業政策への示唆を得る。 

（４） 今後のクリエイティブ産業研究の広
がりを展望する。 
 

４．研究成果 
 
本研究の成果は、2012 年に京都で開催され

た国際文化経済学会で、Copyright and 
Contract: From the supply side point of 
view を発表したこと、その後、従来の研究と
合わせて、単著『クリエイティブ産業の経済
学：契約・著作権・税制のインセンティブ設
計』（有斐閣）を刊行したこと、今後、クリ
エイティブ産業研究を広げ発展させるため
の有益な手がかりを得たこと等である。 
 
なお、本研究は、オランダ・エラスムス大

学の C.Handke 准教授や、R.Towse 名誉教授、
A.Klamer 教授との緊密な連携の下に、専門的
知見の提供を受けながら遂行された。 
 

 また、社会的には、2014 年と 2015 年にわ
たる内閣官房知的財産戦略本部で決定され
た知的財産政策ビジョンの「検証・評価・企
画委員会」委員、東京都芸術文化評議会「都
市文化政策部会」委員、京都府「京都文化フ
ェア呼びかけに基づく推進委員会 ワーキ
ング会議委員等を務め、研究成果の一部を社
会的に活用することができた。 
 
以下、研究成果の内容に踏み込んで詳しく

説明する。 
 
（１） クリエイティブ産業と著作権に関す

る経済分析 
 
 クリエイティブ産業をめぐる海外の代表
的な研究としては、1999 年に刊行されたシ
ャピロ=バリアンの『ネットワーク経済の法
則』、2000 年に刊行された R.ケイブズの
Creative industries、そして 2001 年に刊行



された D.スロスビーの『文化経済学入門』等
がある。また、2002 年には、G.ドイルの
Understanding Media economics や Media 
ownership が刊行されるなど、2000 年前後
に、クリエイティブ産業や文化産業に関わる
重要な文献の出版が相次いだ。 
 シャピロ=バリアンが、情報財の市場に着
目したのに対して、ケイブズは、クリエイテ
ィブ産業の産業組織と契約に着目し、クリエ
イティブ産業を、アーティストのような創造
的な人々と、単調なパートナーとの契約によ
る結合であると定義する。この定義により、
例えば、映画製作における制作と流通との関
係を、契約理論を用いて明らかにするという
理論枠組みが示唆される。著作権の契約に着
目するという本研究の発想も、こうした産業
組織理論に基づくものである。 

 
クリエイティブ産業と著作権に関する研

究としては、R. タウスや、S.リーボウィッツ
の研究がある。タウスは、アーティストの労
働市場と著作権収入の関係等を分析し、早い
時期から文化経済学における著作権研究の
重要性を主張してきた。リーボウィッツは、
音楽産業における違法コピー（ファイル・シ
ェアリング）等の実証分析を通じて、インタ
ーネット技術の発展が音楽産業に及ぼす影
響分析を行った。 
最近では、音楽のみでなくクリエイティブ

産業の全分野を対象に、2003 年~2013 年の
違法なファイル・シェアリングをめぐる研究
を包括的にサーベイした研究が、S. J. 
Watson らによって行われた。それによれば、
違法なファイル・シェアリングが社会全体の
厚生にとって良いか悪いかは、未だに結論を
得ない問題であるという。更に、違法なファ
イル・シェアリングに関する研究のほとんど
は、音楽に関するものなので、その結論を他
の産業にも敷衍し、政策の影響や望ましい政
策について論じることはできないという。他
には、C.ハンドゥクが、音楽の違法コピーは
音楽産業のイノベーションにどのような影
響を与えるのか等、興味深い問題提起を行っ
ている。 
著作権に関する経済学的視点からの分析

は、以下のような論理で行われてきた。著作
権は、著作者の人格を尊重する人格権として
の側面とともに、創作者に一定期間の専有を
認めることによって、創作者の経済的利益を
保護する性格を持っている。言い換えれば、
創作へのインセンティブになると考えられ
ている。他方、著作権は、創作物の消費者や、
新たな創造のために創作物を参照する際の
コストになるとともに、著作権保護を運用す
るための行政的コストも必要となる。そのた
め、著作権が果たして、社会全体の厚生を高
めるのかどうか、費用便益分析によって明ら
かにしようとする試みが行われてきた。これ
を厚生経済学的アプローチと呼ぶ。 
それに対して、R.コースを嚆矢とする財産

権アプローチによって、最適な著作権制度を
求めようとする「法と経済学」に基づく研究
もある。創造を最大化する著作権の肯定的イ
ンセンティブと否定的インセンティブの最
適解は、追加的著作権保護の限界費用と、追
加的著作権保護が創作者に与える限界的イ
ンセンティブが等しい点であるが、現実にそ
れを求めるのは難しい。 
ハンドゥクは、従来の著作権に関する研究

が、著作権者の収入に焦点を合わせていたと
批判し、イノベーションや創造される作品の
数を分析すべきだと主張する。通説では、違
法コピーは、著作者の収入を減少させるため、
創造的な作品の供給にマイナスの影響があ
ると考えられてきた。ところが、ハンドゥク
によれば、ドイツの音楽市場を分析した結果、
1998 年以降、違法コピーによって創造的作
品の供給が減少した証拠はないこと、むしろ
技術革新によって、小さな独立企業による作
品供給が増えたことが明らかになったとい
う。ハンドゥクは、このことを著作権の創造
的破壊と呼ぶ。 
 
（２） 産業組織と契約に着目する 
 
 上記のように、クリエイティブ産業におけ
る著作権研究は、厚生経済学や法と経済学の
視点からの研究に加え、アーティストの労働
市場の特性を踏まえた著作権の収益配分や、
違法コピーがクリエイティブ産業に及ぼす
影響分析等を中心に行われてきた。 
 一方、クリエイティブ産業を担う創造組織
と流通組織の間の著作権の収益配分が契約
によって決められているにも関わらず、著作
権契約に関してはほとんど研究が行われて
こなかった。日本では、内藤篤が『エンタテ
インメント契約法』（商事法務 2004 年）に
おいて、契約に着目した主張をしているが、
それは、リスクマネーを提供するプロデュー
サーが著作権収益を得るのが当然であると
いう主張であり、創造側の弱小性が十分に考
慮されているとはいえない。 
 本研究は、この点に着目し、流通組織が寡
占状態となりやすい現状（例えば、世界のレ
コード産業は、4 つの企業の寡占になってい
る）を踏まえ、流通組織への過度な権利とパ
ワーの集中、それによる収益配分が、創造の
インセンティブを減じ、結果として効率性を
損なう可能性を指摘した。こうした指摘は、
不完備契約理論に基づくものである。 
 こうした考察は、Copyright and contract: 
From the supply side point of viewという論
文にまとめられ、2012 年に開催された国際
文化経済学会で発表された。 
 
（３）本研究から発展した今後の課題と展望 
 
 本研究から発展した今後の研究には、以下
のようなものがある。 
① 電子書籍の研究 



電子書籍に関しては、出版産業における
デジタル経済の問題として、その現状と
課題について共同論文を発表した。 
 

② デジタル文化資源ネットワークと孤児著
作物に関する研究 

 
  デジタル文化資源に関しては、シンガポ
ールの研究者と共同研究を行い、2014 年に
開催された国際文化政策学会において、共同
論文‘Public digital libraries and cultural 
policy: A case study of Singapore memory 
project’を発表するとともに、国内学会誌に
も単独論文を発表した。 
 
孤児著作物は、近年の重要な政策課題であ

る。孤児著作物をめぐる国際動向を分析した
論文として、玉井克哉（2015）「行政処分と
事務管理―孤児著作物問題の二つの解決策
―」や、鈴木雄一（2015）「孤児著作物問題
の経血策としての拡大集中許諾―米国著作
権局の最近の提案をめぐって」が、KDDI 総
研編（2015）Nextcom Vol21 に掲載されてい
る。 
 
③ クラフトに関する国際比較研究 
 
 デザインや工芸を知的財産の観点からど
のように振興するのかも、まだ十分に研究さ
れていない分野である。近年、ヨーロッパ等
において、クラフトへの関心が高まり、都市
ブランディングの一環として、その都市在住
のデザイナーや工芸家の作品を展示・販売す
るショップの集積等も行われている。 
本研究の発展として、オランダ、イタリア、

ドイツ、中国、インド、日本のクラフト産業
の国際比較に関する共同研究にも着手する
ことができた。その途中経過は、2014 年の国
際文化経済学会で、An economic analysis of 
craft として共同発表された。 
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〔その他〕 
ホームページ等 
摂南大学研究シーズ集 
http://www.setsunan.ac.jp/kenkyu/shien/
seeds.html 
摂南大学の様々な研究について、産官学連携
のシーズとなる研究を掲載している。本研究
もその１つとして掲載されている。 
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